
 

○藤崎町小口資金特別保証貸付制度実施要綱 

令和8年4月1日 

告示第42号 

(目的) 

第1条 この告示は、現下の金融経済情勢に鑑み、町内の中小企業者に対し、運

転資金及び設備資金の保証を行うことで企業経営の安定を図り、もって地域

経済の発展に資することを目的とする。 

(保証対象者) 

第2条 保証対象者は、町内に住所及び主な事業所を有し事業を営む中小企業者

で、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)の適用

を受ける業種に属する事業を行い納税状況が良好な者とする。 

(取扱金融機関) 

第3条 この告示の規定に基づく貸付けは、青森県内に本店又は支店を有する金

融機関のうち、この制度に賛同する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)

において取り扱うものとする。 

(貸付総額) 

第4条 貸付総額は、1億円とする。 

(実施期間) 

第5条 実施期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 

(資金使途) 

第6条 保証を受けた資金の使途は、企業経営の安定に必要な運転資金又は設備

資金とする。 

(貸付金額) 

第7条 貸付金額は、1企業につき1,250万円以内とする。 

(保証期間) 

第8条 保証期間は、7年以内(第11条ただし書の規定による据置期間を含む。)

とする。 

(貸付利率) 

第9条 貸付利率は、年率1.9％以内(固定金利)とする。 

(貸付形式) 

第10条 貸付形式は、手形貸付、証書貸付及び手形割引とする。 

(償還方法) 

第11条 保証を受けた貸付けの償還方法は、一括払い又は割賦償還とする。た

だし、運転資金にあっては6か月以内の、設備資金にあっては1年以内の据置

期間を設けることができる。 

(保証料率) 

第12条 保証料率は、保証対象者のリスクに応じ、別表に掲げた保証料率のう

ちから保証協会が定めることとする。ただし、次のいずれかに該当する場合

は別表中区分5の欄に掲げる保証料率とする。なお、中小企業者である法人が、

青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」



 

に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないもの

とすることを選択する場合には、本制度要綱で定める所定の信用保証料率に

0.25％又は0.45％を上乗せした信用保証料率とする。 

(1) 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を

作成する義務を課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書が

ないもの 

(2) 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書

がないもの 

(3) 同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの借入れに係る連帯

債務を負担するもの 

2 前項の規定にかかわらず、法に規定するセーフティネット保証1号から4号ま

で及び6号に該当する場合は年0.95％、同保証5号、7号及び8号に該当する場

合は年0.86％とするなど特例保証等に該当する場合は保証協会所定の保証料

率を適用する。ただし、本項に係る割引適用は別表中1に該当する場合のみと

する。 

(保証料補給金の負担) 

第12条の2 保証料は、町が補給金として全額負担するものとする。ただし、事

業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25％又は0.45％に相当す

る額は補給対象外とする。 

(保証人及び担保) 

第13条 貸付けを受ける場合においての保証人は、原則として、法人の代表者

を除いては、徴求しないこととし、かつ、必要に応じて担保を徴求すること

ができる。 

(保証料補給金の請求) 

第14条 保証協会は、7月、10月、1月、4月のそれぞれの月の前月分までをとり

まとめ、当該各月の末日までに、信用保証料補給金請求書(様式第1号)に請求

明細書(様式第2号)又はこれに準ずる書類を添付して町長に保証料補給金の

支払請求を行うものとする。 

(保証料補給金の支払) 

第15条 町長は、前条の請求があった場合は、保証協会に対し、速やかにこれ

を支払うものとする。 

(保証料補給金の返納) 

第16条 保証協会は、保証承諾した保証債務が最終期限前に完済したときは、

既収保証料保証金について再計算し、返戻保証料補給金が発生した場合は、

これを返納するものとする。 

(報告) 

第17条 保証協会は、毎月15日までに前月中の利用状況を信用保証制度利用状

況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。 

(期中管理) 

第18条 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナ



 

ウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、信用保証協

会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付けを実行した日から5

年にわたり、モニタリングを行うものとする。 

2 取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電

子媒体で報告するものとする。 

3 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常

利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を

省略することができるものとする。 

4 取扱金融機関が第2項の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁

済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 

(その他) 

第19条 この制度の略称を(小)とする。 

2 貸付けを受けようとする保証対象者のうち、特別小口保険を利用しようとす

るものは当該保証対象者に係る法人町民税に係る納税証明書等を、経営安定

関連保証を利用しようとするものは法第2条第5項第5号の規定による町長の

認定を受けたことを証する書類を、それぞれ貸付けを受けようとする際に取

扱金融機関を経由して保証協会に提出するものとする。 

3 この告示に定めのない事項については、町、取扱金融機関及び保証協会が協

議の上決定する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。 

(この告示の失効) 

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。 

 

別表(第12条関係) 

区分 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 

責任共

有保証

料率

(年

率％) 

1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 

割引適

用 

1 責任共有保証料率が適用される保証(一括支払契約保証制度を除

く。)において、会計参与設置会社は0.1％割引する。 

2 原則として担保保全率が100％以上の場合は0.1％割引する。ただし、

保証料補給がある場合は補給割合にかかわらず担保割引は適用しな

い。 

 

 


